
 

使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈（２０１６０５３１商局第１号）の一部を改正する規程 

新旧対照表 

 

改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。  

改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改正後 改正前 

Ⅰ．使用前自主検査の方法 

１． 水力発電所 

Ａ．～Ａ－２．［略］ 

Ａ－３．工事の計画に係る全ての工事が完了した時に行う検査（以下「工事完了

時検査」という。） 

（１）～（８）［略］ 

（９）水車及び揚水用ポンプ 

a. ～ d. ［略］ 

e. 負荷試験（出力試験） 

 （a） 検査方法  

水車発電機を定格出力、定格回転速度、定格電圧及び定格力率に保ち機器の

各部の温度が飽和状態（温度上昇が１時間当たり２Ｋ以上変化しなくなった状

態）になるまで連続運転し、各部の異常な温度上昇、異常な振動、漏油、漏

水、異音及び補機系統の異常の有無を計器及び目視等により確認する。  

（b） ［略］ 

f. ～ h. ［略］ 

（10）～（12）［略］ 

 

Ｂ．電気関係 

 （１）～（10）［略］ 

 （11）その他の各種試験 

   次の表の左欄に掲げる各種試験の検査方法及び判定基準については、同表の

Ⅰ．使用前自主検査の方法 

１． 水力発電所 

Ａ．～Ａ－２．［略］ 

Ａ－３．工事の計画に係る全ての工事が完了した時に行う検査（以下「工事完了

時検査」という。） 

（１）～（８）［略］ 

（９）水車及び揚水用ポンプ 

a. ～ d. ［略］ 

e. 負荷試験（出力試験） 

（a） 検査方法 

水車発電機を定格出力、定格回転速度、定格電圧及び定格力率に保ち機器の各部

の温度が飽和状態（温度上昇が１時間当たり２Ｋ以上変化しなくなった状態）

になるまで連続運転し、各部の温度上昇の傾向、異常な振動、漏油、漏水、異

音及び補機系統の異常の有無を計器及び目視等により確認する。 

 （b） ［略］ 

f. ～ h. ［略］ 

（10）～（12）［略］ 

 

Ｂ．電気関係 

 （１）～（10）［略］ 

 （11）その他の各種試験 

   次の表の左欄に掲げる各種試験の検査方法及び判定基準については、同表の



 

右欄に掲げる「Ⅰ．使用前自主検査の方法 １．水力発電所 Ａ．土木関係 Ａ－

３工事完了時検査 (9)水車及び揚水用ポンプ」の各種試験の検査方法及び判定

基準の規定に準ずる。 

ただし、「③負荷試験（出力試験）」において、電技解釈第２０条に基づき

温度上昇試験を実施したことを確認できた変圧器については、現地での負荷試

験のうち異常な温度上昇に係る部分は省略できるものとする。 

表 ［略］ 

 Ｃ．［略］ 

 

２． 火力発電所 

Ａ．機械関係 

（１）～（５）［略］ 

（６） 負荷試験 

 （a） 検査方法 

 ① 汽力を原動力とする設備 

・ 負荷試験は、タービン発電機を４／４出力で運転した場合、各部に異常な

温度上昇等の支障がないことを目視及び常設の計器により確認する。ただ

し、運転状態値の確認が必要な場合であって、常設の計器がない場合にあっ

ては、実測により確認するものとする。  

ボイラーは蒸気温度、圧力を定格値に最も近い状態とし、蒸発量について

は、ユニットの場合はタービン４／４出力に見合う蒸発量、その他の場合は

最大蒸発量で運転し各部に支障がないことを確認する。また、主燃焼方式に

より連続運転して、運転状態値の判定が可能で、かつ、各部に異常が認めら

れない場合は、５時間（補助ボイラーにあっては３時間）で終了すること 

ができることとする。  

なお、従燃焼方式がある場合は引き続き連続運転して特に各部に異常を認

められない場合は ２時間で終了できることとする。 

右欄に掲げる「Ⅰ．使用前自主検査の方法 １．水力発電所 Ａ．土木関係 Ａ－

３工事完了時検査 (9)水車及び揚水用ポンプ」の各種試験の検査方法及び判定

基準の規定に準ずる。 

ただし、「③負荷試験（出力試験）」において、電技解釈第２０条に基づき

温度上昇試験を実施したことを確認できた変圧器については、現地での負荷試

験は省略できるものとする。 

表 ［略］ 

 Ｃ．［略］ 

 

２． 火力発電所 

Ａ．機械関係 

（１）～（５）［略］ 

（６） 負荷試験 

 （a） 検査方法 

 ① 汽力を原動力とする設備 

・ 負荷試験は、タービン発電機を４／４出力で運転した場合、各部に支障が

ないことを目視及び常設の計器により確認する。ただし、運転状態値の確認

が必要な場合であって、常設の計器がない場合にあっては、実測により確認

するものとする。  

ボイラーは蒸気温度、圧力を定格値に最も近い状態とし、蒸発量について

は、ユニットの場合はタービン４／４出力に見合う蒸発量、その他の場合は

最大蒸発量で運転し各部に支障がないことを確認する。また、主燃焼方式に

より連続運転して、運転状態値の判定が可能で、かつ、各部に異常が認めら

れない場合は、５時間（補助ボイラーにあっては３時間）で終了すること 

ができることとする。  

なお、従燃焼方式がある場合は引き続き連続運転して特に各部に異常を認

められない場合は ２時間で終了できることとする。 



 

一般的注意としては、蒸気タービン、ボイラー及び附属機器等全般につ

いて、計測点は適当であるか、計測方法は何か、計器の校正は行われたか、

設計仕様による運転が行われているかを確認する。  

・ ばい煙（硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん）の発生状況を測定する。 

②～④［略］ 

（b） ［略］ 

（７）～（９）［略］ 

 

Ｂ．電気関係 

 （１）～（10）［略］ 

 （11）負荷試験（出力試験） 

(a) 検査方法 

「Ⅰ．使用前自主検査の方法 ２．火力発電所 Ａ．機械関係 (6)負荷試

験」の規定に準ずる。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きた変圧器については、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分

は省略できるものとする。 

(b) ［略］ 

 （12）・（13）［略］ 

Ｃ．［略］ 

 

３． 燃料電池発電所 

Ａ．機械関係 

（１）～（６）［略］ 

（７） 負荷試験  

（a） 検査方法 

  ① 負荷試験は、燃料電池施設を定格出力で運転し、各部に異常な温度上昇等

一般的注意としては、蒸気タービン、ボイラー及び附属機器等全般につ

いて、計測点は適当であるか、計測方法は何か、計器の校正は行われたか、

設計仕様による運転が行われているかを確認する。  

・ ばい煙（硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん）の発生状況を測定する。 

②～④［略］ 

（b） ［略］ 

（７）～（９）［略］ 

 

Ｂ．電気関係 

 （１）～（10）［略］ 

 （11）負荷試験（出力試験） 

(a) 検査方法 

「Ⅰ．使用前自主検査の方法 ２．火力発電所 Ａ．機械関係 (6)負荷試

験」の規定に準ずる。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きた変圧器については、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （12）・（13）［略］ 

Ｃ．［略］ 

 

３． 燃料電池発電所 

Ａ．機械関係 

（１）～（６）［略］ 

（７） 負荷試験  

（a） 検査方法 

  ① 負荷試験は、燃料電池施設を定格出力で運転し、各部に支障がないことを



 

の支障がないことを目視及び常設の計器等で確認する。 

ただし、状態量等の確認が必要な場合であって常設の計器がない場合にあ

っては、実測により確認するものとする。  

温度上昇限度の判定が可能で、かつ、各部に異常が認められない場合は、

４時間で終了できるものとする。  

② ばい煙（硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん）の発生状況を測定する。 

(b) ［略］  

（８）［略］ 

 

Ｂ．電気関係 

 （１）～（10）［略］ 

 （11）負荷試験（出力試験） 

(a) 検査方法 

「Ⅰ．使用前自主検査の方法 ３．燃料電池発電所 Ａ．機械関係 (7)負荷

試験」の規定に準ずる。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きた変圧器については、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分

は省略できるものとする。 

(b) ［略］ 

 （12）・（13）［略］ 

 

４． 太陽電池発電所 

（１）～（10）［略］ 

（11）負荷試験（出力試験） 

(a) 試験方法 

発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各

部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異

目視及び常設の計器等で確認する。 

ただし、状態量等の確認が必要な場合であって常設の計器がない場合にあ

っては、実測により確認するものとする。  

温度上昇限度の判定が可能で、かつ、各部に異常が認められない場合は、

４時間で終了できるものとする。  

② ばい煙（硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじん）の発生状況を測定する。 

(b) ［略］ 

（８）［略］ 

 

Ｂ．電気関係 

 （１）～（10）［略］ 

 （11）負荷試験（出力試験） 

(a) 検査方法 

「Ⅰ．使用前自主検査の方法 ３．燃料電池発電所 Ａ．機械関係 (7)負荷

試験」の規定に準ずる。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きた変圧器については、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （12）・（13）［略］ 

 

４． 太陽電池発電所 

（１）～（10）［略］ 

（11）負荷試験（出力試験） 

(a) 試験方法 

発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各

部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異



 

常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器

（発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内

巡視等の方法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

る。ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認

できたもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０１

８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装

置については、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分は省略で

きるものとする。 

(b) ［略］ 

 （12）～（15）［略］ 

 

５． 風力発電所 

（１）～（10）［略］ 

（11）負荷試験（出力試験） 

(a) 試験方法 

発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各

部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異

常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器

（発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内

巡視等の方法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

る。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きた電気器具及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０

１８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた交直変

換装置については、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分は省

常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器

（発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内

巡視等の方法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

る。ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認

できたもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０１

８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装

置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （12）～（15）［略］ 

 

５． 風力発電所 

（１）～（10）［略］ 

（11）負荷試験（出力試験） 

(a) 試験方法 

発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各

部の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異

常な温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器

（発電所の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内

巡視等の方法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

る。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きた電気器具及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０

１８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた交直変

換装置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。 



 

略できるものとする。 

(b) ［略］ 

 （12）～（15）［略］ 

 

６． 蓄電所 

（１）～（10）［略］ 

（11）負荷試験（充放電試験） 

(a) 試験方法 

蓄電設備を可能な限り定格出力、定格電圧に保持して機器各部の温度上昇

が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上

昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器（蓄電所の

構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内巡視等の方

法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

る。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きたもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０１

８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装

置については、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分は省略で

きるものとする。 

(b) ［略］ 

 （12）・（13）［略］ 

 

７． 変電所 

（１）～（８）［略］ 

（９）負荷試験 

(a) 検査方法 

 

(b) ［略］ 

 （12）～（15）［略］ 

 

６． 蓄電所 

（１）～（10）［略］ 

（11）負荷試験（充放電試験） 

(a) 試験方法 

蓄電設備を可能な限り定格出力、定格電圧に保持して機器各部の温度上昇

が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な温度上

昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率）を測定機器（蓄電所の

構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無及び所内巡視等の方

法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

る。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きたもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０１

８）にて追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装

置については、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （12）・（13）［略］ 

 

７． 変電所 

（１）～（８）［略］ 

（９）負荷試験 

(a) 検査方法 



 

当該変圧器の定格容量又は通常の運転状態における負荷に保持して変圧器

の各部の温度が飽和状態になるまで連続運転し、変圧器の異常な温度上昇、

異常振動、異音等の有無を計器及び所内巡視等の方法により確認する。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きたものについては、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分は

省略できるものとする。 

(b) ［略］ 

 （10）～（12）［略］ 

 

８． ［略］ 

 

９． 需要設備 

（１）～（６）［略］ 

（７）負荷試験 

(a) 検査方法 

当該変圧器の定格容量又は通常の運転状態における負荷に保持して変圧器

の各部の温度が飽和状態になるまで連続運転し、変圧器の異常な温度上昇、

異常振動、異音等の有無を計器及び所内巡視等の方法により確認する。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きたものについては、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分は

省略できるものとする。 

(b) ［略］ 

 （８）・（９）［略］ 

 

Ⅱ－１．使用前自己確認の方法 

１.・２. ［略］ 

３． 太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 

当該変圧器の定格容量又は通常の運転状態における負荷に保持して変圧器

の各部の温度が飽和状態になるまで連続運転し、変圧器の異常な温度上昇、

異常振動、異音等の有無を計器及び所内巡視等の方法により確認する。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きたものについては、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （10）～（12）［略］ 

 

８． ［略］ 

 

９． 需要設備 

（１）～（６）［略］ 

（７）負荷試験 

(a) 検査方法 

当該変圧器の定格容量又は通常の運転状態における負荷に保持して変圧器

の各部の温度が飽和状態になるまで連続運転し、変圧器の異常な温度上昇、

異常振動、異音等の有無を計器及び所内巡視等の方法により確認する。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認で

きたものについては、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （８）・（９）［略］ 

 

Ⅱ－１．使用前自己確認の方法 

１.・２. ［略］ 

３． 太陽電池発電所及び太陽電池発電設備 



 

Ａ．太陽電池発電所及び太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物を除く。） 

（１）～（10）［略］ 

（11）その他の各種試験 

   次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の

右欄に掲げる「Ⅰ．使用前自主検査の方法 ４．太陽電池発電所」の各種試験

の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。 

   ただし、以下の（a）及び（b）の要件を満たす太陽電池発電設備について

は、同表の左欄に掲げる「⑧負荷遮断試験」の確認方法及び判定基準につい

て、「Ｂ．太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物に限る。） （6）負荷

遮断試験」の確認方法及び判定基準の規定に準ずることができる。 

  （a）出力が１０ｋＷ以上５０ｋＷ未満であること 

（b）高圧電路又は特別高圧電路と低圧電路とを結合する変圧器と当該太陽電池

発電設備が当該低圧電路により電気的に接続するものであること 

なお、この場合は、使用前自主検査の結果と合わせて、単線結線図等、上記

の（a）及び（b）の要件を満たすことが明確に分かる書類を保存すること。 

表 ［略］ 

 

Ｂ．太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物に限る。） 

（１）～（６） ［略］ 

（７）負荷試験（出力試験） 

(a) 確認方法 

発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部

の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な

温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率または電流歪率）を

測定機器（発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無

及び所内巡視等の方法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す

Ａ．太陽電池発電所及び太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物を除く。） 

（１）～（10）［略］ 

（11）その他の各種試験 

   次の表の左欄に掲げる各種試験の確認方法及び判定基準については、同表の

右欄に掲げる「Ⅰ．使用前自主検査の方法 ４．太陽電池発電所」の各種試験

の検査方法及び判定基準の規定に準ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ［略］ 

 

Ｂ．太陽電池発電設備（小規模事業用電気工作物に限る。） 

（１）～（６） ［略］ 

（７）負荷試験（出力試験） 

(a) 確認方法 

発電設備を可能な限り定格出力、定格電圧及び定格力率に保持して機器各部

の温度上昇が飽和状態になるまで連続運転し、逆変換装置、変圧器等の異常な

温度上昇、異常振動、異音等の有無及び高調波（電圧歪率または電流歪率）を

測定機器（発電設備の構外に施設する監視制御装置等を含む。）、警報の有無

及び所内巡視等の方法により確認する。 

連続運転中に巡視点検できない箇所については、連続運転終了後に実施す



 

る。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認でき

たもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０１８）に

て追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置につい

ては、現地での負荷試験のうち異常な温度上昇に係る部分は省略できるものと

する。 

(b) ［略］ 

 （８）・（９）［略］ 

４．・５．［略］ 

Ⅱ－２．［略］ 

る。 

ただし、電技解釈第２０条に基づき温度上昇試験を実施したことを確認でき

たもの及びＪＥＣ－２４７０（２０１７）（ＪＥＣ－２４７０（２０１８）に

て追補）に基づく温度上昇試験を実施したことを確認できた逆変換装置につい

ては、現地での負荷試験は省略できるものとする。 

 

(b) ［略］ 

 （８）・（９）［略］ 

４．・５．［略］ 

Ⅱ－２．［略］ 

 


